
　ふじみ衛生組合では、燃やせないごみなどに混ざっ
たリチウムイオン電池が原因と見られる発煙が年間
100件ほど発生しています。収集車やごみ処理施設
が火災で損傷すると、ごみ収集の停止や多額の修繕
費がかかる事態につながりかねません。
正しい分別にご協力ください。

　充電式の小型家電に多く使
われています。上の写真の10
品目以外に、次のものなども
該当します。
【例】コードレス電話機、モバイル
バッテリー、電子たばこ、ビデオ
カメラ、ロボット掃除機　など

　小型の充電式電池（リチウムイオン電池）が内蔵され、取り外せない電子機器の多くは、過度な
力が加わると発火・発熱の危険があります。これらの製品が燃やせないごみなどに混ざって出さ
れると、火災の発生につながり大変危険なため、10月1日からは「有害ごみ」として出してください。
皆さんのご協力をお願いします。 問ごみ対策課☎0422-29-9613

リチウムイオン電池等内蔵製品には
どんなものがあるの？

年間100件ほどの発煙が発生しています

令和6年10月１日から
リチウムイオン電池などが内蔵された製品は

有害ごみで収集します

YouTube 
三鷹市公式動画チャンネル ごみ回収中の火災（画像提供：東京消防庁）

危険です!

有害ごみ

スマートフォン

電気シェーバー

ゲーム機

ハンディー扇風機 リチウムイオン電池

コードレスヘアアイロン

電動歯ブラシ

ワイヤレスイヤホン

ハンディークリーナー 電動工具

リチウムイオン電池等内蔵製品かどうかの判断の仕方と分別方法など詳しくは裏面のフローチャートをご覧ください
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